
 
 

 

生活保護費の横領による区職員の処分について 

＝北 区＝ 

平成３０年３月上旬に発覚した区職員による生活保護費の横領事件について、６月２２日

付で職員Ａ（４０代男性）を懲戒免職とするとともに、既に退職している職員Ｂ（６０代男

性）については、懲戒免職相当とすることを決定した。 

あわせて両職員の管理監督者に対し、減給等の処分を行った。 

また、区長は不祥事に対する責任を重く受け止め、自らの給料を５０パーセント３か月間

減額することとし、開会中の北区議会第２回定例会に条例案を提出する。 

 

１ 処分等の内容 

(1)事件を起こした職員 

健康福祉部生活福祉課  職員Ａ 懲戒免職 

元健康福祉部生活福祉課 職員Ｂ 懲戒免職相当(※) 

※ 退職済みのため、地方公務員法による処分の対象外となるが、今後、退職手当の返納を求める 

(2)管理監督者 

部長級 ４人・課長級 ３人   減給１０分の１ １か月 

係長級（当時の役職） ３人   戒告 

 

２ 処分等の理由 

５月１１日にプレス発表したとおり、生活保護を担当する生活福祉課の４０代の職員と

６０代の元職員が、生活保護費計約４,３００万円を区から不正に支出させて横領していま

した。 

このような行為は、犯罪行為であるとともに、区民の信頼を著しく裏切るものであり、

上記１(1)の処分が相当と判断しました。 

また、管理監督者では、区の内部調査で判明している不正支出に関わった時期に両職員

の業務を直接管理監督していた者について、上記１(2)の処分が相当と判断しました。 

 

３ 特別職の減給 

今回の区職員の不祥事の責任を重く受け止め、区長、副区長及び教育長の給料を減額す

る条例案を平成３０年第２回東京都北区議会定例会の本会議最終日（６月２９日）に提出

します。 

 



 
 

 

 花川 與惣太 区 長  減給１０分の５ ３か月（平成３０年７月～９月分） 

 内田 隆   副区長  減給１０分の３ ３か月（平成３０年７月～９月分） 

 依田 園子  副区長  減給１０分の３ ３か月（平成３０年７月～９月分） 

 清正 浩靖  教育長  減給１０分の１ １か月（平成３０年７月分） 

 

４ 今後の対応 

引き続き、区の内部調査による事件の全容解明に努めるとともに、警察捜査に全面的に

協力してまいります。あわせて、外部有識者等による再発防止検討委員会を設置して、事

件の原因究明と再発防止策の検討を進めてまいります。 

 

 

区長コメント 

生活保護費を区から不正に支出させて着服するというような行為は、区職員としてあるま

じき行為であり、区民の皆さまの信頼を著しく損なうものであります。改めて、区民の皆さ

ま並びに関係各位に心から深くお詫び申し上げます。 

当該職員及び管理監督職員について懲戒処分を行うとともに、職員の任命権者であり区の

最高責任者である区長として、事件の責任を重く受け止め、自らの給料の５０パーセントを

３か月間減額することとしました。 

現時点では、事件の全容が明らかになっていないため、引き続き、内部調査を徹底すると

とともに、再発防止検討委員会を設置して、本年９月までに、事件の原因究明と再発防止策

の検討結果をお示しできるよう、全力で取り組んでまいります。 

 

平成３０年６月２５日 北区長 花川 與惣太 

 

 

 

【問い合わせ先】 

職員の処分等に関すること：総務部職員課     ℡０３－３９０８－８０３１ 

事件の概要に関すること ：健康福祉部生活福祉課 ℡０３－３９０８－１１４１ 

 

＊午後６時３０分まで待機しています。 

上記以降は 

処分について：職員課長・松田   ℡０８０－５５０８－４４２１ 

事件について：生活福祉課長・濱崎 ℡０９０－３０９４－２９００ 


